
○  戸籍謄本 ・請求者と亡くなった方の家族関係（続柄）が分かるもの。

○  年金証書等
・亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの。
　※年金手帳、年金証書、年金通知書（はがき）等

○  預金通帳 ・請求者の名義のもの。

○  印鑑 ・認印で可。

○  死亡診断書の写し

○
 マイナンバーカード
 または通知カード

・請求者のもの。
　※無い場合はマイナンバー入りの住民票

○  身分証明書 ・窓口に行く人のもの。

 生計同一証明書
・亡くなった方と請求者の住所が異なる場合に必要。
　※同じ住所で別世帯の場合は不要
・民生委員、施設長など親族以外の第三者の証明が必要。

 委任状 ・代理の方が窓口で手続きされる場合に必要。

※窓口に行く方の身分確認書類

・１点で良いもの（写真付きのもの）

　運転免許証（運転経歴証明書）、マイナンバーカード、身体障害手帳　など

・２点必要なもの

　被保険者証（保険証）、年金証書、年金手帳、年金通知書（はがき）　など

※戸籍謄本、住民票は申し出をすれば年金事務所で返却してもらうことができます。

※年金事務所は事前予約制です。裏面を確認いただき、お電話で予約をお願いします。

※三条年金事務所以外でも、全国どこの年金事務所でもお手続きが可能です。

【遺族年金】　　国民年金または厚生年金保険の被保険者（または過去に被保険者であっ
　　　　　　　　た方）が亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が
　　　　　　　　受けることができます。

遺族年金請求に必要な書類（未支給年金の請求含む）

【未支給年金】　年金受給者が亡くなった時に、支給されずに残っている年金を、生計を
　　　　　　　　同じくしていた遺族が受け取ることができます。

　お手続き先　　□三条年金事務所　　□市民課（加茂市）　　請求者：　　　　　　様



　 【加茂市役所市民課　問い合わせ先】

　０２５６－５２－００８０（番号のかけ間違いにご注意ください）

　〒９５９－１３９２　新潟県加茂市幸町２－３－５

　平日（月～金）　　　　午前８時３０分～午後５時１５分まで

　 【三条年金事務所　問い合わせ先】

　０２５６－３２－２８２０（番号のかけ間違いにご注意ください）

　〒９５５－８５７５　新潟県三条市興野３－２－３

　平日（月～金）　　　　午前８時３０分～午後５時１５分まで
　各週初めの開所日　午前８時３０分～午後７時００分まで
　第２土曜日　　　　　　午前９時３０分～午後４時００分まで

　JR信越本線　「東三条駅」下車　徒歩１０分
　越後交通バス「中川内科医院前停留所」下車　すぐ

　有（３５台）

電 話 番 号

所 　在 　地

所 　在 　地

受 付 時 間

ア  ク  セ  ス

駐　 車 　場

受 付 時 間

電 話 番 号


